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代表プロフィール

舌古　孝之
TAKAYUKI  ZEKKO

プロ専門家集団　株式会社Ｊパートナー
Ｊパートナーは、 中小企業・病医院の外部ブレーンとして税理士・
弁護士・社労士・弁理士など士業・コンサルタントと連携し新しい
形態のコンサル業務を行うプロ専門家集団です。（連携する専門家
パートナー 25名・FPパートナー 15名）現在、500件以上のお客様
とお取引させていただいております。｠｠ 

■株式会社Ｊパートナー・
　株式会社Ｚ総研　代表取締役
■名古屋商科大学大学院客員教授
■経営コンサルタント
■ファイナンシャルプランナー CFP

後継者ブレーン塾
第１部ケーススタディー研修講師

資 格 他
●日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定 CFP（上級FP資格）
●１級FP技能士（国家資格）　
●日本商工会議所年金教育センター講師・年金教育センター相談員

講演実績
法人会、名古屋商工会議所、郵政相談センター、日本ファイナン
シャルプランナーズ協会（FP協会）、三重県中小企業団体中央会、
鉄工組合等の同業者組合、中小企業家同友会、商工会、銀行、信用金
庫、401K企業年金投資教育（名鉄・トヨタグループ東海理化・ア
イカ工業・美和ロック）等での講演・研修
その他　日本FP協会の一大イベントFPフェアーのパネラー、三重
県中小企業家同友会年度総会でのパネルディスカッションコーディ
ネーターなど

得意・専門分野
●後継者育成指導業務・管理者のリーダーシップ研修
●人材育成業務（管理者自己革新合宿トレーナー、モチベーション研修）
●経営計画作成・財務コンサルティング業務
●オーナー・事業主の資産管理業務（資産運用・保険・相続・事業承継・
ライフプラン・リタイアプラン）

後継者ブレーン塾
のご案内

　1978年早稲田大学商学部卒業。銀行勤務を経て、大手会計事務
所入社し、中堅中小企業・病医院の税務会計業務を経験後、経営コ
ンサルタント業務を行う。そして、新規事業部門責任者として、金
融機関の取引先後継者育成講座、FP事業部・M＆A事業部などに
関わる。
　1998年株式会社Ｚ総研（本社：桑名市）を設立し独立起業、経
営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー業務を行う。
　2002年末に本物の仕事を探求すべく、㈱Ｊパートナー（本社：
名古屋市）を新たに設立、それぞれが独立した税理士・弁護士など
の士業、FP、コンサルタントを組織し、各専門家の能力を結集した
コンサルタント事業（顧問、事業承継、後継者・管理者育成、相続、
資産運用、保険）を行なっている。



+ +月１回の
後継者・経営者講座

セカンド顧問としての
士業専門家無料相談 その他　サービス

後継者ブレーン塾

ビジネススクール方式の
ケーススタディー研修

＋
専門家のセミナー

　後継者育成は事業経営において、最重要の課題の１つです。後継者が会社をリードしていくには、会社や社員の成長への強い
使命感を持たれた上で、
①現場仕事を知る　②適切な判断と立ち居振る舞いで社員をリード　③経営者としての専門知識の修得 が必要です。
　後継者ブレーン塾では、企業は人なりという考えのもと、
●１部ケーススタディー研修…特に人の問題に関して、判断力と経営者としての立ち居振る舞いを学びます。
●２部専門家セミナー…………経営者としての専門知識の修得をしていきます。
　また、弊社が連携する税理士・弁護士・社労士等のプロ専門家が後継者の社外ブレーンとして、問題発生時に御社の御相談に
無料で応じます。御社の顧問の先生は、継続していただいてかまいません。セカンドオピニオンとして御活用ください。

月１回土or日曜
１部２部　14:00 ～ 16:50
ウィンクあいち（名古屋駅前徒歩５分）

日時

会場

受講対象者

１部　人に関わる事例について、経営者として、ど
のように判断し、立ち居振る舞うかをディス
カッションして学ぶ

　　　（討議テーマは事前に案内し、予習して参加）
２部　Ｊパートナーの士業・コンサルタントの専

門家が講師のセミナーで専門知識を修得
　　　　※終了後の懇親会（実費）で士業専門家やブレーン塾の

　会員と交流できる

■年６回の無料相談可
　同じ専門家に　年２回まで相談可
　原則来社の上相談　1回１時間
　※相談回数は事務局にて管理
（活用例）
●税務調査、相続対策に強い税理士に相談　●助成金・人事管理に強い社労士に相談
●スタッフ教育・管理者教育に強いコンサルタントに相談
●弁護士に法律相談、医療事故・過誤等の相談　●医療法人設立に強い司法書士に相談
●法人の株価対策・Ｍ＆Ａ・IT化など、複雑な案件に強い専門家に相談
●特許申請について弁理士に相談　●資産管理・資産運用に強い専門家に相談　他

■専門家執筆の経営・財務・資産管理の
レポートを定期的に
　メール配信

■年会費制　1年更新
　年会費 120,000円
　申込時に税込126,000円を口座振替にて支払
　（分割月払希望の場合、口座振替にて毎月税込11,550円）

ビジネススクール方式のケーススタ
ディー研修とは

人に関して、実際に起きそうな（起こ
った）会社の事例問題を受講者に事

前に

案内し、予習して参加してもらう。
そして当日「あなたがこの会社の経

営者

だったらどう判断し行動するか」とい
う前提で受講者がグループに別れ、デ

ィ

スカッションを行う。その結果を発表
・質疑し、講師が整理してまとめる。

※なお、年に２回は、催事を行う（視察などの外部研修、ゴルフコンペ等）

◆無料相談の流れ

※初回は、来社相談を原則としています。（フェースtoフェースでないとニュアンスが伝わらず、より良い回答ができない場合があるからです）

（相談する専門家と、過去に相談等で面識があれば、電話相談も可）

1 Ｊパートナー事務局
へ連絡

２ Ｊパートナーで相談す
る専門家をコーディ
ネート（指名も可）

３ 相談者は専門家と
アポイントをとる

４ 面談し相談
（相談時間１時間まで。超過の場
合、専門家ごとの相談料金規定
に応じ超過分の相談フィー支払）

1 Ｊパートナーへ相談内容を所定の電話相談シート
にまとめ、FAXもしくはメール
（前提条件が伝わらず、的確な回答ができない場合がありますので、
所定の電話相談シートの事前送付を必須といたします）

２ Ｊパートナーより、
専門家へ相談シート
送付

３ 相談者より専門家へ
電話し相談（電話相談時間
1回15分まで。事情によっては専
門家より電話するケースもあり）

電話相談

来社相談

（相談する専門家と、過去に相談等で面識があれば、メール相談も可）
1 Ｊパートナーへ
相談内容をメール

メール相談
２ Ｊパートナーより、
専門家へメールを転送

３ 専門家よりメール
（もしくは電話）にて回答

中小企業・病医院の経営者、
後継者、経営幹部


